
　防災教育事業には、大きな

３つの柱がある。１つ目は、

協働１年目に作成した防災教

育プログラム。教員へのヒア

リングをもとに、教員が負担

なく取り組めるプログラムを

作成した。２つ目は、防災教

育ファシリテーターの育成。

神奈川県の地域特性、学校事

情への理解と、防災の知識を

あわせ持つ人材を育成した。

３つ目に、「子ども防災情報ス

テーション＊」。 特設サイトを

開設し、教員が使える教材の

指導案や、学校での実践事例

を掲載した。また、毎年度末

に開催した「防災教育事例発

表会」は、学校同士の情報交

換の場となった。

児童・生徒の防災教育推進事業
NPO法人　かながわ３１１ネットワーク

大震災の教訓ー

子どもたちが自分の命を自分で守れるように

かながわボランティアフェスタ２０１７

での体験コーナーの様子。Ｔシャツから

簡単に作れる「Ｔシャツ担架」を体験す

る参加者。

　この事業は、509 名の児童

・生徒の命が犠牲になった東

日本大震災の悲劇を繰り返さ

ない、という思いから始まっ

た。これは、私たちが東日本

大震災の支援活動を続ける中

で、被災者の方から繰り返し

言われてきた言葉でもあった。

　たくさんの命が犠牲になっ

た一方で、岩手県釜石市、宮

城県気仙沼市では、震災以前

から実践的な防災教育に取り

組んでおり、中学生の主体的

な避難行動が、近隣の小学生

を含めた児童・生徒の命を救

った。この教訓を生かし、い

ざという時に子どもたちが自

分の命を自分で守ることがで

きるよう、神奈川県の各地域

で新しい防災教育を推進して

きた。

＊：https://www.bosai-edu-kanagawa

311.net/

協働事業負担金
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　教育委員会では、 モデル校に関する市との調整を行うほか、 各市町村教育委員会、 県立学校に 311 ネ

ットワークの取組みを紹介するなど積極的に広報を行いました。 2 年目には新たな学校や団体からも声がか

かるようになり、 認知度も高まってきました。 今後はファシリテーター育成講座を横浜から全県に広げていた

だくとともに、 地域に密着した防災の専門家を育成されることを期待しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育局総務室　/　かながわ県民活動サポートセンター）

協 働 部 署  からの コメント

○団体プロフィール

NPO 法人かながわ３１１ネットワーク

設立 ： 平成 25 年 5 月　代表者 ： 代表理事　伊藤　

朋子　住所 ：〒221-0003 横浜市神奈川区大口仲

町 194-9-107　団体活動紹介 ： 学校での防災教育

の他、 親子向け防災イベントやマンション防災講座

を実施。 東北被災地の応援イベントや災害時の緊

急支援活動も行っている。

○事業詳細

事業期間 ： 平成 27 ～ 28 年度 総事業費 （2 年間） ：

10,326,890 円　 うち負担金交付額 ： 8,875,000 円

○担当者からひとこと

　今回の協働事業では小中学校での実施

でしたが、 子ども向け大人向けともに、 同

じ教材で実施することが可能です。 防災に

ついて一歩踏み出すきっかけ作りのお手伝

いができます。 ぜひご相談ください。　　　石田　真実さん

かながわ３１１ネットワーク理事

　　　　防災教育事業担当

事業の成果

子ども防災情報ステーション

　防災教育プログラムでは、教

員の負担を減らすことを特に考

慮し、①教科との連携、②教材の

導入、③訓練の工夫という３つの

手法を取り入れ、学校の状況に

合わせて組み合わせられるプロ

グラムを開発した。また、その

プログラムをもとにした防災ワ

ークショップ・講演は、小中高

校 (児童生徒対象 )が１４件、

教職員研修、避難所運営委員研

修が９件、親子向けに２件実施

した。

　人材育成では、２年間で初級

編（防災ゲーム体験＆防災計画 )

を３９人、上級編 (指導者養成 )
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を１７人が修了し、様々な場面

で活躍している。

　特設サイトを通じた問い合わ

せや依頼も増えており、教員に

必要とされるサイトとして成長

している。３つの柱が相互に補

完し合う仕組みを構築できたこ

とが、本事業の最大の成果であ

る。
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若年性認知症専門支援モデル構築事業
特定非営利活動法人　ぐるーぷ麦

若年性認知症者のための

新しい支援モデルを

理学療法士とストレッチを

する若年性認知症者の様子。

　この事業は、若年性認知症

者家族のレスパイトケア（一

時的ケア代替支援）、若年性認

知症者に配慮したショートス

テイ（短期宿泊）を実施する

ことで、支援モデル（専門的

デイサービス +ショートステ

イ）の構築と県内への普及を

目指したものである。

　６５歳未満の人が認知症と

診断されると、若年性認知症

者となる。物忘れが出始め、

仕事や生活に支障をきたすよ

うになっても４０、５０代の

若年では認知症だと気が付か

ず、病院に行ってもうつ病や

更年期障害などと誤って診断

されてしまうこともあり、確

定診断までに時間がかかるこ

とが多い。　

　課題としては、県内に専門

支援拠点が少ないこと、在宅

介護を行う患者の家族のレス

パイトケアが不可欠であるこ

と、また、レスパイトケアに

はショートステイが有効だが

若年性認知症者に特化した事

業者はなく、専門的なノウハ

ウもないことなどがあげられ

る。そこで、介護保険事業者

のショートステイ宿泊施設、

医療機関等と連携しながら、

若年性認知症者向けにデイサ

ービス→ショートステイ→デ

イサービスという切れ目のな

い支援を実施し、その効果を

県協働部署、川崎市担当部署、

認知症分野専門医師、家族会

協働事業負担金
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や介護者等で構成する検討委

員会で検証することとした。

　介護保険上、デイサービス

とショートステイ事業の同日

保険適用は認められていない

ため、ショートステイ宿泊は

保険適用外事業として実施す

ることとした。また、委員会

での検討の結果、デイサービ

スとショートステイのいずれ

かが自費となるため、費用の

高い方を介護保険でカバーし、

低い方を自己負担とするなど

とし、家族の金銭的負担を考

慮した事業実施を行った。
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　この事業は、 若年性認知症の方を対象に、 デイサービスとショートステイを組み合わせる新たなプログラム

を基金 21 でチャレンジしたものの、 当初、 想定してなかった課題が判明し、 残念ながら、 年度途中で終了

することとなりました。 県としては、 若年性認知症の方やその家族に対する支援は重要なものと認識しており、

若年性認知症の特性に配慮した就労継続支援、 社会参加支援等を推進していきたいと考えています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （保健福祉局福祉部高齢福祉課）

協 働 部 署  からの コメント

○団体プロフィール

特定非営利活動法人ぐるーぷ麦

設立 ： 平成 21 年 3 月　代表者 ： 理事長　吉田　

歌子　　住所 ：〒213-0002　川崎市高津区二子

2-17-2 二子ビル 1　　団体活動紹介 ： 若年性認

知症の人を対象とした介護保険事業のデイサー

ビスを行っている。

○事業詳細

事業期間 ： 平成 28 年度　　総事業費 （1 年間） ：

1,356,000 円　 　うち負担金交付額 ： 1,356,000 円

○担当者からひとこと

　若年性認知症に対応した環境でのショートステ

イを熱望していた声は多く聴いていたので、 この

結果は心底残念で、 期待を裏切った心苦しさ、

無念さが残っています。 今回の県との協働事業

で、 今までは出会うことがなかった多くの人たち

と関わりができたことで、 多くの事を学ばせてい

ただきました。 この経験を力として前進していき

たいと思います。

　　　吉田　歌子さん

　　　 ぐるーぷ麦　理事長

事業の成果

　第１回目のショートステイを

対象者２名で実施したところ、

そのうちの１名が翌日の朝、宿

泊先で不穏な行動を起こしてし

まい、宿泊施設から今後、当事

業による受入れはできないとの

連絡を受けた。さらに、９月に

予定していた２泊３日以上のモ

デル事業においては、ショート

ステイ→デイサービス→ショー

トステイという方法が、介護保

険法の指定在宅サービス等の募

集の人員、設備及び運営に関す

る基準第１３０条の７「指定短

期入所生活介護事業者は、その

利用者に対して、利用者の負担
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により、当該指定短期入所生活

介護事業所の従業者以外の者に

よる介護を受けさせてはならな

い」に抵触する恐れがあること

が新たに判明した。

　これを受けて、検討委員会で

は、当事業の取組みとして、事

業で学ぶべき点は多くあったも

のの、法令の壁があるなど、基

金２１の変更申請で対応する枠

を超えてしまっていると思われ

ることから、協働事業として当

事業を継続していくことは難し

いとの判断に至った。

　こうした経緯により、当事業

はやむなく事業中止となったが、

①デイサービスとショートステ

イの利用について、２泊３日以

上となった場合は、ショートス

テイ宿泊先の利用期間中にデイ

サービスを受けることになり、

法令に抵触する可能性が高くな

る　②若年性認知症者は病態の

変動が激しいことから、参加希

望者の状態が安定せず、参加者

数の見込みを立てにくい　③参

加者の不穏行動については、手

厚く環境を整えたが、異なった

環境に置かれる本人の深層心理

までは対応ができなかった　④

若年性認知症の受入体制がある

ショートステイ先の開拓が必要

である、といった課題が明らか

になったことを成果としてとら

えている。
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　かながわ避難者と共にあゆ

む会は、県内の公営住宅や民

間の借上げ住宅でばらばらに

生活されている避難者の方々

の、ふるさとのつながりを目

的とした避難者どうしのネッ

トワークの形成をめざし、平

成２８年に「かながわ東北ふ

るさとつなぐ会」を結成した。

県内で避難者支援活動を展開

している団体や社会福祉協議

会、自治体等と連絡、協力す

る体制をつくり、避難者の方

々と一緒に地域での支援活動、

定例的な情報交換会を行い、

避難者の相談窓口ネットワー

クづくりを進めた。

県内避難者との協働による
　　　　支援ネットワーク構築事業
特定非営利活動法人　かながわ避難者と共にあゆむ会

避難者どうしのネットワークづくり

　東日本大震災の原発事故の

影響で、神奈川県内に避難さ

れている方々が、慣れない地

域で少しでも快適な避難生活

を過ごせるように、という思

いからこの事業は始まった。

　福島県は、平成２９年３月

に自主避難者の避難先での住

宅の無償提供制度を終了した。

一定の救済措置はとられては

いるが、こうした状況の中で

は、避難者自身が主体的に生

活再建に取り組んでいかなけ

ればならない。それには、ば

らばらになった避難者のつな

がりを復活させ、相談しなが

ら意見のまとめなどに取り組

んでいく必要がある。

福島県の臨海部の地図。ピンクの部分：

帰還困難区域、オレンジの部分：居住制

限区域、緑の部分：避難指示解除準備区

域、斜線部分：避難指示が解除された区

域。現在、全国で８万２千人いる避難者

のうち、神奈川県内の避難者は２千５百

人。（平成２９年１０月復興庁調べ）

協働事業負担金
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　避難生活が長期化し避難者を取り巻く環境も変化しており、 避難者それぞれが抱える問題は深刻化、 複雑

化しています。 こうした課題をふまえ、 今後、 神奈川県としては、 県主催の神奈川避難者支援会議の場など

を活用し、 支援団体や関係する自治体との連携を深めながら、 避難者自らによる効果的な情報共有が進むよ

う支援していきます。 　　　　　　                   （安全防災局安全防災部災害対策課　/　かながわ県民活動サポートセンター）

協 働 部 署  からの コメント

○団体プロフィール

特定非営利活動法人かながわ避難者と共にあゆむ

会　　　設立 ： 平成 25 年 6 月　　　代表者 ： 理事長

鈴木　實     住所 ：〒231-0011 横浜市中区太田町

4-47 コーワ太田町ビル 7 階　 団体活動紹介 ： お茶

っこ会、 ふるさとの集い、 困りごと相談会等の各種

交流会を開催し、 ふるさととのつながりを目的とした

避難者同士のネットワークの形成を目標としている。

○事業詳細

事業期間 ： 平成 26 ～ 28 年度　総事業費 （3 年間） ：

38,686,000 円　　うち負担金交付額 ： 18,862,000 円

○担当者からひとこと

　これまでは大規模災害が発生しても 3、 4 年すれば

慣れ親しんだふるさとに戻り、 生活を再建することが

可能でした。 しかし、 東日本大震災の場合は未だか

つて経験のない原発事故が発生したため、 避難先で

の生活再建を余儀なくされ、 慣れない地域での避難

生活が長引いています。

　避難者の方々が避難者とは呼ばれなくなり、 かつて

の普通の生活を取り戻すことができるまで、 ささやか

な支援活動を続けていきたいと思っています。

　　　　　　佐藤　恒富さん

かながわ避難者と共にあゆむ会　事務局

事業の成果

かながわ東北ふるさとつなぐ会の様子

　「かながわ東北ふるさとつなぐ

会」を結成。現在約８０世帯、

１００名以上の避難者が参加す

る組織となっている。

　主な活動として、毎月連絡会

を開催し、生活再建に関わる様

々な問題解決や各種イベントの

企画に取り組んでいる。

　また、これらの活動をホーム

ページや会報を通じて広報、情

報提供を行い、組織の拡大と充

実を図っている。
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